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               論文審査の結果の要旨 
 
                              氏名 ： 久保大作 
 
 本論文は、商法会計法における会計規範は、誰によりいかに決定されるべきかにつき、

わが国における商法会計法の歴史、及びアメリカ法・ドイツ法との比較法的研究を通じて、

総合的・包括的な研究を行なったものである。そのような論文としては、初めての本格的

論文と言えよう。 
 
 まず第１部「日本法」において、わが国における商法会計法の歴史を綿密に検討する。

それによって、現行法における商法会計法がいかなるものとして形成されてきたか、その

過程で商法会計法の設定のあり方や設定主体がいかように定められてきたかが明らかにさ

れる。 
すなわち、明治２３年商法と明治３２年商法においては、債権者保護は配当の段階にお

いて初めて考慮することとし、会計規範は情報開示の観点から定められたのに対し、明治

４４年改正商法以降は、会計処理の段階から配当可能利益の算定という債権者保護も考慮

するようになった。会計規範の定立は明治２３年商法以来基本的に会計慣行によるという

姿勢がとられていた。昭和４９年改正商法３２条２項が、いわゆる包括条項を設けて企業

会計審議会が定めた企業会計原則に商法の計算規定の解釈指針性を認めたといわれるが、

それもあくまで企業会計原則が「一般に公正妥当と認められた会計慣行の要約」であると

いう理由によるのであった。解釈指針となりうる理由とされたのは、企業会計原則が会計

慣行であることであって、その会計理論としての妥当性ではなかった。商法会計法と会計

実務・理論の関係につき、その学問的考察の開拓者である田中耕太郎博士の説を発展させ、

今日の商法学説の基本となっている矢沢惇博士の説も、そのような考えを基本にしていた。 
しかし平成８年からの金融ビッグバンの中で、金融商品等に関するディスクロージャー

の強化が図られ、平成１１年商法改正において金融商品に関する時価会計や税効果会計が

導入されてからは、（企業会計審議会などが定めた）会計基準は、（妥当な会計理論に基づ

く）会計基準であるがゆえにアプリオリに商法３２条２項でいう『公正なる会計慣行』に

なる、という理解へと移行している。これと時を同じくして、平成１１年頃から国際的な

開示目的の会計基準の統一を目指す民間組織である国際会計基準委員会の組織再編やその

影響力の拡大に応じて、わが国がそれに参加して国際的な影響力を失わないためには、会

計基準設定主体を常設化し民間化しなければならないという主張が高まり、企業会計審議

会に替わる民間会計基準設定主体として、平成１３年に財団法人財務会計基準機構が設立

された。 
第１部の総括として、わが国の商法会計は会計慣行の重視から会計基準の重視に移行し



たとする。また会計基準が、開示と配当可能利益算定という二つの目的の追求から、もっ

ぱら開示目的から決定され配当可能利益算定は配当計算の段階においてのみ規制するとい

う、二分的規制に回帰する芽生えがあるとする。そのうえで、法律でも商慣習法でもない

民間の会計基準設定主体が定める会計基準が商法において拘束力を持ちうるか、という本

論文全体の問題提起を行っている。 
 
 第２部「アメリカ法（その１）－ 証券二法の制定と「実質的な権威ある支持」」におい

ては、国際的に民間会計基準設定主体のモデルになっているアメリカの証券諸法における

会計原則設定の歴史を検討する。まず連邦証券諸法における財務諸表に用いる会計基準の

設定方法の形成過程が紹介される。  
アメリカにおいて大恐慌以前は一般に通用する会計原則というものはなく、会計原則の

採用につき個々の企業が広範な裁量を有していた。そのことが大恐慌における州会社法や

証券取引所の機能不全を促進したことから、大恐慌に対処するための１９３３年証券法と

１９３４年証券取引所法は、情報公開を基本思想に、財務諸表の開示を要求するとともに、

その会計基準に関する規則制定権を SEC に与えた。行政機関たる証券取引委員会（SEC）

の専門性の発揮に期待したものであったが、会計実務の完全な統一の困難性、SEC にその

ための時間と人員が不足していること、厳格な会計ルールの設定は会計の発展にとって有

害である等の理由から、SEC 内外からの強い反対にあい、結局、SEC がその権限を行使し

て会計基準に関する規則を制定することは差し控えられた。そのため会計基準に関する会

計専門家によるいかなる勧告も承認されうることとなり、会計基準設定が民間機間に委任

される結果となった。 
 そこでアメリカ会計士協会が中心となって、会計手続委員会（CAP）、次いで会計原則審

議会（APB）が設置されて会計原則の形成を試みた。しかしいずれも個別問題ごとの断片

的アプローチをとったことから、当該論点に関する会計原則によって影響を受ける関係者

からの圧力を受け、それに抗しきれずに失敗に終わった。そこで１９７２年にアメリカ公

認会計士協会は、会計士団体からの独立性、利害関係者の参加、手続の公開という原理に

基づく財務会計基準審議会（FASB）を設立し、FASB が会計基準を設定することになって

今日に至っている。あくまで民間機関とした理由としては、政府機関の方が政治的圧力を

受けやすい、投資家の必要に対する反応が非弾力的になる、会計専門家の活力を削ぐ結果

になる、等が挙げられていた。そして FASB は、個別問題アプローチではなく概念的アプ

ローチを取ることにより、公的機関その他外部からの圧力に対抗しようとしている。SEC
は CAP、APB、FASB いずれについても、背後から監督する姿勢をとっている。 
 しかしこのような FASB という民間会計原則設定機関に対しては、連邦議会から厳しい

批判が加えられている。すなわち上院のメトカーフ委員会は、会計業界に大きな影響力を

持つ８大会計事務所が会計的権力機構を通じて自らに都合のよい準拠・適用すべき会計原

則を決定しており、SEC はそれに傍観者的立場をとっていると批判し、議会および連邦政



府（新たな機関か会計検査院）が会計原則の制定に積極的に関与することを求めた。これ

に対し会計士側からは、政府機関の方が政治的働きかけの対象になりやすい、専門家が関

与しないと効率的な会計基準の設定ができない、財務報告以外の政策目的に影響されるこ

とになる、等の反論が加えられている。 
 さらに基準設定権限を民間に委譲していることそのものに対して、基準設定を立法の一

種と捉えて、私益の追求のためにそれが行使される可能性があること、公職者に課される

憲法上・法律上の制約がないことや、選挙による国民のコントロールがないこと等も問題

にされている。明確な原則なしに立法権の委譲を行えば違憲とされるし、基準設定が国家

行為とされれば、憲法に拘束され、適正手続に従わなければならないからである。そこで

利益相反に対する司法的チェック等が必要だとする主張や、すべての利害関係者の基準設

定過程への参加、連邦・州の機関による審査、損害賠償請求権の許容等の主張がなされて

いる。 
 しかしこれに対し、公私を厳密に区別する考えをとらず、内部手続規則、市場からの圧

力、他者との合意・交渉、コンプライアンスルール、第三者による監督、強力で独立した

専門家の存在、行政機関による介入の可能性、等のチェック機構の組み合わせにより、行

政による厳格なコントロールなしに制度の正統性を保障するアカウンタビリティを生み出

せるという主張がある。また、経済学的観点から法形成の民営化を主張し、法制度を提供

する私的主体が競争関係にある場合には、競争により最適な法制度の組み合わせを達成で

きるとして、商事法に市場原理を導入する立場もある。 
 
 第３部「アメリカ法（その２）－ 一般に認められた会計原則と会社法の関係」におい

ては、アメリカの州会社法の配当規制において民間基準設定機関が公表した会計原則がい

かなる地位を占めてきたかを検討する。 
 すなわち、アメリカの州会社法の判例や学説においては、会計理論や会計実務が配当規

制の法準則の根拠とはされず、資産評価に関する法解釈はそれと独立に考えるという分離

主義が採られていた。しかし１９７７年カリフォルニア一般会社法は、法律家が会計の専

門知識に乏しいこと、会社法上の会計規制を時代に即応したものにすること、会社に開示

目的の会計と会社法のための会計の二重帳簿を作成させる負担を負わせないために、SEC
が証券諸法上の「一般に認められた会計原則（GAAP）」として認める FASB 策定の会計原

則に従って解釈され、作成されなければならないとした。また１９８０年模範事業会社法

典も、分離主義から離れ、取締役は配当にあたって「その状況において合理的な会計実務

と原則」によることができるとして、会計専門家による会計原則が配当基準の計算を定め

る会社法においても指導的原理として機能することを認めた。GAAP が事実上のセーフハ

ーバーとして取り扱われているわけである。その理由は、大部分の企業が GAAP によって

規律されており、現金配当支払能力情報を提供する GAAP は配当規制目的と合致している

こと、裁判所は会計原則を選択することに不向きであること、１９７７年カリフォルニア



一般会社法が GAAP を認めていること、等であった。 
 このように GAAP を配当の適法性基準として受け入れる変化が生じた背景として、本論

文は、１９７７年カリフォルニア一般会社法も１９８０年模範事業会社法も、資本制度を

廃止したことを挙げる。表示資本を超える財産を債権者の利益のために保存しなくてもよ

くなったからである。 
 
 以上のような第２部、第３部において検討したアメリカ企業会計法の経緯から、次のよ

うに総括を行っている。まずアメリカにおける民間会計基準設定機関によることの是非に

関する議論を整理して、わが国で議論されているのと同様の諸点が問題になっていること

を確認する。そのうえで、アメリカの民間会計基準設定機関が、CAP や APB のように個別

問題アプローチをとると成功せず、FASB が概念的アプローチをとることによって初めて機

能していることからは、会計慣行に依拠することの限界と、概念フレームワーク、さらに

はその基礎となる会計目的の明確化が、会計基準の設定には必要であるとする。そして会

計目的が複数になると、それを一つの会計基準によって追求しようとすると、当該会計基

準の設定が政治的選択の問題となって困難になることを指摘する。そこでニューヨーク州

会社法等においては、企業情報開示のための会計基準と異なる債権者保護のための会計基

準を選択したし、カリフォルニア一般会社法のように、開示のための証券諸法の会計原則

である GAAP によった場合は、配当規制の方法に工夫をする必要が生じたとする。また会

計基準の設定において異なる政策目的が追求されると、会計基準の設定は技術的問題から

離れて政策判断の問題になることから、そのような判断を行う機関として民間機関が適切

か問題になること、そのような機関としては、民主制の下、政治的正統性を有する議会な

り行政機関がふさわしいという議論が避けられないとする。民間機関は私益の追求に利用

される議論に対しては、何らかのチェック機能がそれに備わっていれば、正統性を有しう

るという反論がなされているが、チェック機能を備えていたとしても、民間機関が複数の

政策目的の優先順序を決定してよいということには直結しないと指摘する。 
 
 第４部「ドイツ法」においては、わが国における「公正なる会計慣行」という一般条項

に類似した機能を営む「正規の簿記の諸原則」という会計基準に関する一般条項を商法に

有するドイツにおいて、民間会計基準設定機関が導入された過程の検証を行い、わが国へ

の示唆を求めている。 
 １８６１年一般ドイツ商法典は会計に関する規定はきわめて限定的で、商人の実務を基

準とする解釈に委ねられていた。１８９７年商法典の会計規定もほぼ同様の内容であるが、

正規の簿記の諸原則に従って帳簿を作成しなければならないことを規定した。これは慎重

な商人の実務慣習が基準になることを明らかにしたものであった。その認定は事実認定の

問題であるとされた。しかしこのような実務への信頼は、不適切な会計処理が横行するよ

うになって裏切られた。そこで商人の実務に委ねる伝統的学説に対し批判が高まった。商



人と第三者の利害に関わる会計基準を一方当事者の商人自身に決めさせてよいのか、どの

商人の実務を基準とするのか、新たな会計問題については実務が存在しない等の問題が指

摘されている。そこで伝統的学説に替わり、会計目的から演繹的に正規の簿記の諸原則の

内容を定めるべきであるとする演繹説が通説となった。それは事実認定ではなく法律問題

であるとされた。１９８５年商法典の下においても、演繹説の考えが解釈学的方法として

採られている。株式会社に関する株式法の会計規定の解釈についても同様の考えが採られ

ている。しかし演繹説も、複数ありうる会計目的のどれを優先させるかをめぐって考え方

が分かれている。配当可能利益算定目的と会計報告（開示）目的のいずれを優先させるべ

きかが特に問題となっている。 
 ところがドイツにおいても１９９０年代に入ると、国際会計基準の制定にアメリカの影

響が強くドイツの影響力が弱いことが憂慮され、その一因としてドイツに会計基準設定機

関が存在しないことが問題にされた。またドイツの金融上の地位強化のため、アメリカの

会計基準や国際会計基準をドイツ企業会計でも使用できるようにするとともに、会計規範

透明化のためドイツに会計基準設定機関を設立すべきだということから、１９９８年に商

法典３４２条が設けられ、民間の会計原則設定機関が規定された。これはコンツェルン会

計に限って商法典が規定する「正規の簿記の諸原則」の解釈に関する会計原則を開発する

民間機関と位置づけられている。同機関の策定した会計原則は、連邦法務省によって審査

され公示されることによって、それを遵守して作成されたコンツェルン決算書に正規の簿

記の諸原則を遵守して作成されたものと推定されるという効力を有する。このような限定

的な効力のみを与えたのは、民主国原理、法治国原理といった立法権に関する正統性原理

からくる制約があると考えられたためである。そして会計原則設定において独立性や公開

性を要求していることも、公的セクターと民間セクターによる協同的規範定立に対する憲

法上の正統性の確保を目指したものである。 
 第４部の総括として、日独の企業会計法がほぼ同一の思考に基づいており、民間会計基

準設定機関が設立された経緯も類似していることを指摘したうえで、ドイツでは会計基準

設定機関に関して法の規定を設けて、国家権力行使の正統性原理につながる構造を挿入し

て、会計基準の正統性の強化を図っているのに、わが国がそのような手当てを行っていな

いことの問題を指摘する。 
 
 最後に本論文全体の結論として、アメリカ、ドイツとの比較法から以下のような示唆が

得られるとする。第一に、会計基準の定立において重要なのは、会計慣行ではなく会計目

的であるとする。アメリカの FASB が概念的アプローチを採ることによって機能するよう

になったこと、ドイツの正規の簿記の諸原則に関し演繹説が採られるようになったように、

会計基準の中身の決定には会計慣行でなく会計目的が重要だというのである。また複数の

会計目的が同時に追求される場合には、会計基準の定立が政策の優先度の選択という政治

的な問題になると指摘する。ここからわが国の商法会計が企業情報の開示とともに配当規



制による債権者保護という政策目的を担っている限り、証券取引法会計上の企業会計原則

が商法上の会計原則としてアプリオリに妥当することを認めることはできないとする。妥

当することを認めるためには、商法上の債権者保護の内容をいかなるものにするか、商法

の目的をどのように設定するか、目的の間の優先関係をいかに考えるか、等につき明確な

基準が必要であるとする。 
 第二に、民間機関によって定立された会計基準をそのまま商法上も妥当させることは、

商法の目的適合性の問題のほか、米独で指摘されているように、正統性の問題を生じさせ

うるとする。私益追求ではないかという批判がありうるし、商法会計の目的の内容や、複

数ある目的の間の優先順位を決定できるのは誰かという問題があるからである。そうだと

すればドイツに倣って、何らかの形で国家機関が民間会計基準設定機関をコントロールし

なければならないのではないかと結論付けている。これに対しアメリカにある議論のよう

に、何らかのチェック機能を内蔵することによって民間機関による政策判断も正統性を有

しうるとか、最適な法制度の組合せは市場における競争によって獲得されるという考えも

ありうるが、いかなるチェック機能が組み込まれるべきか不安定であり、複数の目的の間

における政策の選択も民間に委ねることができるかにつき、不透明であると指摘する。 
 
 本論文の長所としては、次の諸点が挙げられる。 
 第一は、会計規範の設定の在り方と主体という、商法会計法の根本的かつ喫緊の課題に

つき、正面から取組み、その分析枠組みを提示していることである。このような問題を理

論的に取り上げるのは、商法と会計技術の問題を論じた田中耕太郎博士や矢沢惇博士の論

文等以来のことである。本論文は、両博士の議論を商法会計法の歴史の中で位置付けたう

えで、その後の変化、特に民間の財団法人財務会計基準機構の設立とそれへの商法会計規

範設定の委任といった最近におけるこの問題の大きな進展を受けて、それを理論的にいか

に受けとめるべきかという明確な問題関心の下で研究を行ない、政策目的や効率性と正統

性の問題等、新たな観点からこの問題を捉えることに成功している。 
 第二には、会計規範の設定の在り方と主体という問題の分析に当たって、複数の視点か

ら重層的に分析しており、そのことがこの論文に深みを与えていることである。第一の視

点は、会計慣行の尊重から、開示目的や債権者保護、更にはその他の政策目的への配慮、

会計理論の尊重といった、会計規範設定思想の変化である。このような視点からは、政策

目的を追求すれば、会計規範は単一のものでなければならないのかとか、開示を専ら目的

とする証券取引法の会計原則が債権者保護等をも目的とする商法の会計原則等になってよ

いのか、といった指摘に繋がっていく。第二の視点は、効率性と正統性の相克である。ア

メリカに見られるように、国ないし行政機関が自ら会計規範を設定するよりも、会計のプ

ロフェッショナルによる民間の会計基準設定機関、更には市場に、会計規範の選択に委ね

た方が、より効率的・スピーディに適切な会計基準の形成ができるという見方と、アメリ

カでも政治的に繰り返し問題とされ、ドイツでは民主国原理や法治国原理といった国家権



力行使の正統性の問題と問われているように、民間の会計基準設定機関は、結局、私益に

奉仕することになり、そこが定める会計基準は法規範としての正統性を勝ち得ないのでは

ないか、といった見方が紹介され、また複数の政策目的の調整を果たすことができるのか

といった指摘を行っている。前者から後者への再反論として、国自身が会計規範を設定す

ると経済合理性に政治が介入することになるのではないかとか、市場による選択というこ

と自体が正統性をもち得るのではないかといった論点も示される。最後の論点は、公法的

な正統性の論理といわばソフト・ローの衝突という極めて注目すべき最先端の論点を示す

ものである。 
 第三に、アメリカ法、ドイツ法に関し、会計基準の設定の在り方とその主体といった観

点にいての着実な歴史的研究がなされているが、これは従来にない研究である。特に、ア

メリカにおける連邦証券諸法における会計基準に関する法制の形成とその在り方への批判

や論争、ドイツにおける正規の簿記の諸原則に関する理解の変遷や１９７０年代以降にお

ける民間会計基準設定機関導入を巡る議論や経緯は、わが国で殆ど紹介がされたことのな

いものである。 
 もとより本論文にも短所がないわけではない。 
 第一に、正統性の問題をどのレベルで分析するか、例えば、商法３２条２項の解釈問題

としてか、国法体系全体においてか、それを超えるメタ正統性のレベルにおいてかとか、

会計の問題を法規範の問題と捉えるのではなく、事実の問題として捉える可能性はないの

かとか、公権力の行使問題と私的自治の問題とがいかに交錯しているか等、分析の視点を

より明確にすることが望まれるところである。 
 第二に、丹念な歴史的・比較法的分析を行なっているものの、なお、国際会計基準委員

会が何故純粋な民間機関として設立され、それが証券監督者国際機構（IOSCO）の承認を

得て国際的会計ルールとして承認されるようになった背景は何かとか、アメリカの独立行

政委員会に関する法規範的分析、アメリカにおける法規範設定の委任問題の正統性を扱う

際の連邦と州における違いなどといった点に関し、比較法的研究における調査や配慮の足

りない点が散見される。また歴史的・比較法的分析から一定の結論なり、問題解決への方

向性を導くことに慎重に過ぎて、物足りない感が残る。しかしこの点については、却って

学問的慎重さとして評価する考え方もありえよう。 
 このような問題点がないわけではないが、これらは本論文の学術的価値を必ずしも損な

うものではない。本論文が提起した視点は、商法会計法だけでなく、公法的な公権力の行

使の正統性とソフト・ローの問題等、新たな学問的地平を開くものでり、学界に対し重要

な貢献をなすものと評価できる。従って、本論文は博士（法学）の学位にふさわしい内容

と認められる。 
 
                                      以上 


